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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の挿入部先端面に設けられた孔部内に着脱可能に係合される着脱部と、
　前記先端面からさらに外方に突出し前記挿入部よりも外径の小さい中空状のフード部と
を備え、
　前記着脱部が中空状に形成され、
　前記フード部が、内側が前記着脱部の内腔と連通された内筒部と、該内筒部を間隔を空
けて覆う外筒部とを備え、
　前記内筒部の先端には前記着脱部の内腔と連通された内筒先端貫通孔が設けられ、
　前記外筒部の先端には、前記内筒部の前記内筒先端貫通孔よりも先端位置に前記内筒先
端貫通孔と連通された外筒先端貫通孔が設けられていることを特徴とする内視鏡アタッチ
メント。
【請求項２】
　前記外筒部には複数の貫通孔が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡アタッチメント。
【請求項３】
　前記外筒部が、前記着脱部に対して着脱自在に設けられていることを特徴とする請求項
１又は２に記載の内視鏡アタッチメント。
【請求項４】
　前記フード部が、透明部材で構成されていることを特徴とする請求項１から３の何れか
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一つに記載の内視鏡アタッチメント。
【請求項５】
　前記着脱部に、前記孔部内に挿入される部分よりも半径方向外方に突出した位置決め段
部が設けられていることを特徴とする請求項１から４の何れか一つに記載の内視鏡アタッ
チメント。
【請求項６】
　前記着脱部の外周にシール部材が設けられていることを特徴とする請求項１から５の何
れか一つに記載の内視鏡アタッチメント。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内視鏡先端の鉗子・吸引口等の孔部に取り付けて使用する内視鏡アタッチメン
トに関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡処置の際、内視鏡の挿入部内に挿通させた鉗子等の処置具を内視鏡の先端面に設け
られた孔部、例えば、鉗子・吸引口から出して生体組織の把持等を行う処置や、この鉗子
・吸引口から処置部周囲の水や血液等の吸引を行う処置を行う場合がある。
これらの処置を内視鏡で観察しながらでも可能とするため、内視鏡先端に先端フードが取
り付けられたものが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
このような内視鏡の先端部によれば、先端フードのフード長によって内視鏡視野を確保で
きるので、内視鏡観察を行いながら、先端フード内で処置部位を吸引したり処置具の出入
を行う処置を行うことができる。
一方、処置の際に体腔内に溜まった水分や血液を吸引して除去する場合には、複数の貫通
孔が設けられた吸引用先端部を備える吸引棒が提案されている（例えば、特許文献２参照
。）。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１１－４８００号公報　（第７図）
【特許文献２】
米国特許第４０６８６６４号明細書　（第２図）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の技術では、例えば、特許文献１に記載の内視鏡の先端部では、
先端フードを内視鏡先端部の外周面全体に被せて取り付ける構成となっているので、内視
鏡先端面の外径が他の挿入部に比べて大きくなってしまうという不都合があった。また、
先端フードを内視鏡先端面へ取付る際、鉗子・吸引口との位置合わせが必要になるととも
に処置中に先端フードが鉗子・吸引口からずれてしまう可能性があった。
さらに、特許文献２に記載の吸引用先端部は内視鏡用のものではないため、このままの状
態では内視鏡に使用できない問題があった。
本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、内視鏡先端部の外周面から突出する部分
を抑えるとともに、内視鏡先端面に設けられた孔部への取付を確実にかつ容易に行い吸引
等の処置を可能とする内視鏡アタッチメントを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
本発明の内視鏡アタッチメントは、内視鏡の挿入部先端面に設けられた孔部内に着脱可能
に係合される着脱部と、前記先端面からさらに外方に突出し前記挿入部よりも外径の小さ
い中空状のフード部とを備え、前記着脱部が中空状に形成され、前記フード部が、内側が
前記着脱部の内腔と連通された内筒部と、該内筒部を間隔を空けて覆う外筒部とを備え、



(3) JP 4358558 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

前記内筒部の先端には前記着脱部の内腔と連通された内筒先端貫通孔が設けられ、前記外
筒部の先端には、前記内筒部の前記内筒先端貫通孔よりも先端位置に前記内筒先端貫通孔
と連通された外筒先端貫通孔が設けられていることを特徴とする。
　この内視鏡アタッチメントは、上記の構成を有するので、必要なときのみ内視鏡先端面
に取り付けることができ、取外しているときの内視鏡の取扱を容易にすることができる。
　また、内視鏡の挿入部の孔部内に着脱可能な中空状の着脱部と、挿入部よりも外径の小
さいフード部とを備えているので、内視鏡に装着しても内視鏡挿入部の外周面から径方向
に突出するのを抑えることができる。
　また、孔部内に直接取り付けるので、装着時の位置合わせが不要になるとともに使用に
伴って位置ずれすることを抑えることができる。
　また、外筒部の外筒先端貫通孔を生体組織に押し付けて塞いだ状態としても内筒部の内
筒先端貫通孔は塞がらない状態を維持できる。そのため、外筒部の他の貫通孔から吸引し
た水や血液等の液体を内筒部の先端開口部から吸引することができる。
　また、液体に浸漬されない位置の貫通孔から吸引した空気を外筒部と内筒部との間の間
隔内を通して内筒先端貫通孔側に流通させることによって、内視鏡アタッチメントの先端
側にある液体を効率的に吸引できる。その結果、液体に浸漬された先端貫通孔や貫通孔か
らの直接吸引と合わせて高い吸引性能を得ることができる。
【０００６】
　本発明の内視鏡アタッチメントは、前記内視鏡アタッチメントであって、前記外筒部に
は複数の貫通孔が設けられていることを特徴とする。
　この内視鏡アタッチメントは、貫通孔が複数設けられているので、貫通孔を通して吸引
する場合、貫通孔の何れかが塞がってしまっても残りの貫通孔から吸引を続けることがで
きる。
【００１０】
また、本発明は、前記内視鏡アタッチメントであって、前記外筒部が、前記着脱部に対し
て着脱自在に設けられていることが好ましい。
この内視鏡アタッチメントは、着脱部に対して着脱自在に設けられているので、外筒部を
着脱部から取り外すことによって内筒部及び外筒部を容易に洗浄することができ、衛生状
態を良好に維持することができる。
【００１１】
また、本発明は、前記内視鏡アタッチメントであって、前記フード部が、透明部材で構成
されていることが好ましい。
この内視鏡アタッチメントは、フード部が透明部材で構成されているので、吸引や処置具
による処置状況をこの内視鏡アタッチメントの外部から確認しながら行うことができる。
また、処置具の挿入の際にも挿入状況を外部から確認することができる。
【００１２】
また、本発明は、前記内視鏡アタッチメントであって、前記着脱部に、前記孔部内に挿入
される部分よりも半径方向外方に突出した位置決め段部が設けられていることが好ましい
。
この内視鏡アタッチメントは、位置決め段部を備えているので、孔部に挿入する際に位置
決め段部が孔部入口に突き当たって挿入長さが正確に定まり、挿入長さや突出長さを考慮
しなくても容易に装着することができる。
【００１３】
また、本発明は、前記内視鏡アタッチメントであって、前記着脱部の外周にシール部材が
設けられていることが好ましい。
この内視鏡アタッチメントは、着脱部の外周にシール部材が設けられているので、孔部に
装着した際に孔部と内視鏡アタッチメントとの間で気密性を維持することができ、吸引し
ても漏れを抑えて高い吸引性能を得ることができる。
また、弾性を有するシール部材を用いることにより、着脱部を孔部内に圧入させ、シール
部材の弾力で固定させることができ、容易に着脱可能とすることができる。
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【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の実施形態について、図１から図３を参照して説明する。
本実施形態に係る内視鏡アタッチメント１は、内視鏡２の挿入部３に設けられた鉗子・吸
引チャンネル５に連通される鉗子・吸引口（孔部）５Ａ内に先端面３ａ側から着脱可能に
係合される円筒状の着脱部６と、先端面３ａからさらに外方に突出し挿入部３よりも外径
の小さい円筒状のフード部７とを備えている。
この鉗子・吸引チャンネル５は、内部に挿通された処置具８が進退可能な形状に形成され
ているとともに、図示しない吸引ポンプと連通させることによって、先端面３ａ近傍の液
体を吸引可能とされている。
先端面３ａには、観察用の対物レンズ１０と照明用のライトガイド１１の先端部がそれぞ
れ配設されている。
【００１５】
フード部７は、例えば、樹脂等の透明部材で構成されており、その先端部７ａには鉗子・
吸引口５Ａと連通された貫通孔１２が設けられている。この貫通孔１２は、挿入部３の内
部に挿通される処置具８が出入自在な大きさの内径を有して設けられている。フード部７
の先端部７ａは、体内への挿入を容易にするために縁部が面取されている。
着脱部６の先端側には、鉗子・吸引口５Ａよりも半径方向外方に突出した位置決め段部１
３が設けられている。また、着脱部６の外周６ａには、Ｏリング（シール部材）１４が、
軸方向に並んで複数設けられている。
内視鏡アタッチメント１は、この位置決め段部１３の後端側のフランジ面１３ａが先端面
３ａと対向して接することによって位置決めされる。
【００１６】
次に、以上の構成からなる本実施形態の内視鏡アタッチメント１及びこれを装着した内視
鏡２の使用方法について説明する。
まず、内視鏡２を体腔内に挿入する前に内視鏡アタッチメント１を内視鏡２に取り付ける
。
取り付ける際、位置決め段部１３のフランジ面１３ａと先端面３ａとが接する位置まで挿
入部３の先端側から着脱部６を鉗子・吸引口５Ａに挿入する。
このとき、Ｏリング１４が鉗子・吸引チャンネル５の内面でつぶれながら圧入されるため
、着脱部６の外周と鉗子・吸引チャンネル５の内面との間で気密性が保たれる。
【００１７】
続いて、処置具８を挿入部３の鉗子・吸引チャンネル５内に挿入し体腔内へ挿入して処置
すべき生体組織１５に接近させる。
接近させた後、処置具８を挿入部３側から押出す。
この際、ライトガイド１１によって周囲を照明するとともに対物レンズ１０を通してフー
ド部７の内側の挿通状況を確認しながら、図３に示すように、先端の貫通孔１２から処置
具８の先端側を外部に突出させて所定の処置を行う。
このとき、処置具８は、貫通孔１２と鉗子・吸引口５Ａとの間にある部分がフード部７に
よって支持された状態となるので、先端面３ａと生体組織１５との間で間隔を設けた状態
で生体組織１５に処置具８を押し付けたいときでも、処置具８の屈曲を抑えてしっかり押
し付けられる。
【００１８】
この内視鏡アタッチメント１によれば、内視鏡２の鉗子・吸引口５Ａ内に着脱可能な円筒
状の着脱部６と、挿入部３よりも外径の小さい円筒状のフード部７とを備えているので、
装着した際に内視鏡２の挿入部３の外周面から径方向に突出するのを抑えることができる
。
また、鉗子・吸引口５Ａ内に着脱部６を直接取り付けるので、貫通孔１２と鉗子・吸引口
５Ａとの位置合わせが不要になるとともに使用に伴って位置ずれすることを抑えることが
できる。
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このとき、位置決め段部１３が備えられているので、鉗子・吸引口５Ａに挿入する際に、
位置決め段部１３が鉗子・吸引口５Ａの入口に突き当たって挿入長さが正確に定まり、挿
入長さや突出長さを考慮しなくても容易に装着することができる。
【００１９】
さらに、着脱部６の外周にＯリング１４が設けられているので、鉗子・吸引チャンネル５
と着脱部６の外周との間で気密性を維持することができ、吸引を行っても漏れを抑えて高
い吸引性能を得ることができる。
また、Ｏリング１４が弾性を有しているので、着脱部６を鉗子・吸引チャンネル５内に圧
入させた際、Ｏリング１４の弾力で固定させることができ、容易に着脱可能とすることが
できる。
また、フード部７で先端面３ａと生体組織１５との距離を適当に保つことができるので、
この長さ分の空間を内視鏡２の対物レンズ１０の視野として確保することができるととも
に、透明部材で構成されているので処置具の挿入状況や処置状況を観察することができる
。
【００２０】
なお、この内視鏡アタッチメント１は、鉗子或いは吸引の何れか一方の処置のみに使用し
ても構わない。
吸引に使用する場合は、対物レンズ１０と貫通孔１２とが離間されて配されるため、対物
レンズ１０を介して吸引状態を確認しながら吸引することができる。
【００２１】
次に、本発明に係る第２の実施形態について、図４から図７を参照して説明する。なお、
以下の説明において、上記実施形態において説明した構成要素には同一符号を付し、その
説明は省略する。
第２の実施形態が上記第１の実施形態と異なる点は、第１の実施形態では、内視鏡アタッ
チメント１の先端側に貫通孔１２が一つ設けられているのに対して、第２の実施形態では
、図４に示すように、フード部１６が、内側が鉗子・吸引口５Ａと連通された内筒部１７
と、この内筒部１７の外周側を間隔１８を空けて覆う外筒部２０とを備えている点である
。
【００２２】
この内筒部１７の先端には鉗子・吸引口５Ａと連通される内筒先端貫通孔１７ａが設けら
れている。また、外筒部２０の外周面には複数の吸引孔（貫通孔）２１が設けられるとと
もに、外筒部２０の先端には、内筒部１７の内筒先端貫通孔１７ａよりも先端位置に外筒
先端貫通孔２０ａが形成されている。
内筒先端貫通孔１７ａ及び外筒先端貫通孔２０ａは、処置具８が出入自在な大きさの内径
を有して形成されている。
外筒部２０の着脱部６側の内面２０ｂと位置決め段部１３のフード部取付面１３ｂとには
、おねじ部２３Ａとめねじ部２３Ｂとがそれぞれ設けられて互いに螺合されており、着脱
部６に対して外筒部２０が着脱自在に設けられている。
【００２３】
次に、以上の構成からなる本実施形態の内視鏡アタッチメント２２及びこれを装着した内
視鏡２の使用方法について説明する。
この内視鏡アタッチメント２２も、第１の実施形態に係る内視鏡アタッチメント１と同様
の使用とともに液体の吸引処置も行うことができる。以下、吸引に続いて処置具８による
所定の処置を行う場合について説明する。
まず、内視鏡アタッチメント２２を鉗子・吸引口５Ａに装着した状態で、生体組織１５に
溜まった水等の液体２５の近傍に近づける。
そして、図６に示すように、外筒部２０の外筒先端貫通孔２０ａを液体２５内に挿入する
。
【００２４】
この状態で、図示しない吸引ポンプによって吸引を開始すると、外筒部２０に設けられた
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吸引孔２１のうち、液体２５に浸漬された吸引孔２１から液体２５を吸い込み始め、内筒
部１７の内筒先端貫通孔１７ａを通って鉗子・吸引チャンネル５内へと吸引する。
吸引が終了した後、図示しない吸引ポンプの代わりに、図７に示すように、挿入部３内へ
処置具８を挿通させてさらに処置具８を挿入部３内から先端側へ押出す。そして、着脱部
６及び内筒部１７の内側を挿通させて外筒先端貫通孔２０ａから外部へ突出させることに
より所定の処置を行う。
【００２５】
この内視鏡アタッチメント２２によれば、外筒部２０に外筒先端貫通孔２０ａ以外にも吸
引孔２１が複数設けられているので、吸引時に何れか一つの吸引孔２１が塞がってしまっ
ても残りの吸引孔２１から吸引を続けることができる。
また、外筒部２０の外筒先端貫通孔２０ａが内筒部１７の内筒先端貫通孔１７ａよりも突
出して形成されているので、外筒部２０の外筒先端貫通孔２０ａが生体組織１５等の吸引
によって塞がれた状態とされても、内筒部１７の内筒開口部１７ａは塞がれない。そのた
め、吸引孔２１から吸引した液体２５等を内筒開口部１７ａから吸引することができる。
【００２６】
さらに、液体２５に浸漬されない吸引孔２１から空気を吸引しても、吸引した空気を外筒
部２０と内筒部１７との間の間隔１８内を通して内筒先端貫通孔１７ａ側に流通させるこ
とで液体２５を効率的に吸引させることができ、液体２５に浸漬される位置にある内筒先
端貫通孔１７ａ及び外筒先端貫通孔２０ａや吸引孔２１からの直接吸引と合わせて高い吸
引性能を得ることができる。
また、外筒部２０が着脱部６に対して着脱自在に設けられているので、外筒部２０を着脱
部６から取り外すことによって内筒部１７も洗浄することができ、衛生状態を良好に維持
することができる。
【００２７】
なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、フード部７の形状は円筒形状に限らず、図８に示すように先端側が凸面２７ａと
されて複数の貫通孔２６が設けられているフード部２７としても構わない。
また、外筒部２０と内筒部１７とは、ねじによる螺合に限らず凹部と凸部とのはめこみ等
による係合としてもよい。
さらに、シール部材はＯリング１４に限らず、シート状で弾性を有するシール部材等を着
脱部の外周に巻き付けたものでも構わない。
【００２８】
【発明の効果】
以上説明した本発明においては以下の効果を奏する。
本発明の内視鏡アタッチメントによれば、これを取り付けた状態でも内視鏡挿入部の外径
を変えずに体腔内に挿入することができる。また、従来に比べて処置の最中に孔部との位
置がずれることを抑えることができ、処置具による処置や吸引を容易に、かつ、確実に行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態に係る内視鏡アタッチメントを装着した内視鏡先端部
を示す断面図である。
【図２】　本発明の第１の実施形態に係る内視鏡アタッチメントを装着した内視鏡先端部
の正面を示す図である。
【図３】　本発明の第１の実施形態に係る内視鏡アタッチメントを装着した状態での処置
具による処置を示す斜視図である。
【図４】　本発明の第２の実施形態に係る内視鏡アタッチメントの断面を示す図である。
【図５】　本発明の第２の実施形態に係る内視鏡アタッチメントを装着した内視鏡先端部
を示す断面図である。
【図６】　本発明の第２の実施形態に係る内視鏡アタッチメントを装着した内視鏡を水に
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浸けた状態における内視鏡先端部を示す断面図である。
【図７】　本発明の第２の実施形態に係る内視鏡アタッチメントを装着して処置具による
処置を行う状態における内視鏡先端部を示す断面図である。
【図８】　本発明の他の実施形態に係る内視鏡アタッチメントを示す斜視図である。
【符号の説明】
１、２２　内視鏡アタッチメント
２　内視鏡
３　挿入部
５　鉗子・吸引口（孔部）
６　着脱部
７、１６、２７　フード部
１２、２６　貫通孔
１３　位置決め段部
１４　Ｏリング（シール部材）
１７　内筒部
１７ａ　内筒先端貫通孔
１８　間隔
２０　外筒部
２０ａ　外筒先端貫通孔
２１　吸引孔（貫通孔）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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